
全国的に老朽化や適正に管理されていない空き家が増加し、大きな
問題となっています。

皆さまが生活している地域内でも高齢化や過疎化が進み、空き家が
増加しているのではないでしょうか。

放っておくと建物の劣化が進み、地域に迷惑をかけてしまうなど、
大変なことになってしまいます。

身近な問題となっている空き家ですが、いずれは皆さまも空き家の
所有者になってしまうかもしれません。

もしも相続した実家が遠方にある場合は管理していくのも大変です。

皆さまが住んでいる地域を守るために、また、空き家を所有したと
きに困らないために、将来について今から考えてみませんか。

主催 和歌山県空家等対策推進協議会(事務局 県建築住宅課)

問合せ先
担当：和歌山県 建築住宅課 建築指導班

TEL073-441-3184 FAX073-428-2038

県では、空き家相談会やセミナーを開催しておりますが、
ご希望に応じて、出張セミナーも開催いたします。

※10名程度以上のグループ（自治会、社会福祉施設等）で開催いたします。

まずは、下記の
担当までお問合
せください


